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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶

技術研究協会(JSTRA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業

標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS F 7150:1999 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 F 7150：2009 
 

舟艇－非耐火性燃料ホース 
Small craft-Non-fire-resistant fuel hoses 

 
序文 

この規格は，2006 年に第 2 版として発行された ISO 8469 を基に作成した日本工業規格であるが，国内

事情及び適合性評価への活用のため，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JC に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，船体の長さ 24 m 以下の舟艇に用いる呼び内径 63 mm 以下のホースについて，呼び内径 10 

mm 以下のホースの場合は 0.34 MPa，10 mm を超える呼び内径の場合は 0.25 MPa 以下の使用圧力で設計さ

れたガソリン及びディーゼル燃料を送る非耐火性燃料ホース（以下，ホースという。）について規定する。 

この規格は，恒久的に設置された燃料装置をもつ舟艇用ホースに適用する。 

この規格は，船外機へ直接連結される舟艇の船尾に位置する飛まつ（沫）ウェル内のホースには適用し

ない。 

注記 1 耐火性燃料ホースの仕様は，JIS F 7151 に規定されている。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 8469:2006，Small craft－Non-fire-resistant fuel hoses (MOD) 

なお，対応の程度を表す記号(MOD)は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，修正していること

を示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 6258 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐液性の求め方 

注記 対応国際規格：ISO 1817:1999，Rubber, vulcanized－Determination of the effect of liquids (MOD) 

JIS K 6330-1 ゴム及びプラスチックホース試験方法－第 1 部：ホース及びホースアセンブリの寸法

測定 

JIS K 6330-2 ゴム及び樹脂ホース試験方法－第 2 部：耐圧性試験 

注記 対応国際規格：ISO 1402:1994，Rubber and plastics hoses and hose assemblies－Hydrostatic testing 

(MOD) 

JIS K 6330-3 ゴム及び樹脂ホース試験方法－第 3 部：負圧試験 


